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1． はじめに 

『船舶管理事業とは何なのであろうか』、この問いに対して現在の内航の船舶管理事業者

は答えられるであろうか。他人に対して最も説明しやすいのは海事法において定義されてい

る内容を述べるのが良いのであろうが、海事法上その答えは載っていない。故に一部では、

不幸な誤解を招き、船舶管理事業者が敬遠される原因ともなり、中小海運事業者の協業化の

妨げにもなっている。 

船員の高齢化，船員数の減少等は、中小海運事業者（特にオーナー系）の深刻な悩みの種

となっており、船員の確保や船舶管理上のノウハウの蓄積が非常に困難になっていることは

明らである。この状況の中で、オーナー等に代わり船舶管理の業務を代行する船舶管理事業

者の存在が、今後の内航海運業界にとって必要不可欠である。 

しかしながら、日本で歴史の浅い船舶管理事業者は、自らが行っている船舶管理事業がど

のようなものであるか、どのようにあらなければならないかさえ他の業種に対して、うまく

アピール出来ないのが現状で、法律上定義されていないことによって、業務を行っていく上

でどのような規制を受けるのかさえも理解出来ていない。 

そこで、今回、国土交通省海事局とのコミュニケーションを取ることにより、海事法の理

解を深め、船舶管理事業の業務のあり方、法律上どのような規制を受けるのかを明確にし、

今後協会として船舶管理事業者及び船員派遣事業者に対して健全な事業活動を呼びかけて

いくことを目的に、意見交換会を開くこととした。 

以下の内容は、当該意見交換会の内容を取りまとめ、法律を抜粋しながら解説したもので、

今後もこの内容を分かり易く改定していくことにより、船舶管理を行う者への良き参考資料

になればと思う次第である。 

平成 18 年 9 月 21 日 

日本船舶管理者協会  

理事長 本山博規 
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2． 海上運送法 

内航海運業法を理解する前に、海上運送法について少し触れておくこととする。 

『この法律は、海上運送事業の運営を適正かつ合理的なものとすることにより、海上運送

の利用者の利益を保護するとともに、海上運送事業の健全な発達を図り、もって公共の福祉

を増進することを目的とする。』（海上運送法第一条）ものであり、我々が現在係わっている

内航海運界を含めた海上運送に関する基礎的な法律である。つまり、この基礎的な法律から

内航海運業について特別に定めた法律が内航海運業法である。 

ここでは、「船舶運航事業」及び「船舶貸渡業」とは何かについてのみ述べることとする

が、「船舶運航事業」とは、「海上において船舶により人又は物の運送をする事業で港湾運送

事業（港湾運送事業法（昭和二十六年法律第百六十一号）に規定する港湾運送事業及び同法

第二条第四項の規定により指定する港湾以外の港湾において同法に規定する港湾運送事業

に相当する事業を営む事業をいう。）以外のものをいい、これを定期航路事業と不定期航路

事業とに分ける。」（海上運送法第二条第 2 項）であり、「船舶貸渡業」とは、「船舶の貸渡（期

間よう船を含む。以下同じ。）又は運航の委託をする事業をいう。」ものである。つまり、単

に船舶を貸渡す場合（裸用船）も船舶管理を含めて船舶を貸渡す場合（定期傭船）も同じ船

舶貸渡業とされている。 

尚、海上運送事業とは、前記船舶貸渡業を含んだ、船舶運航事業，海運仲立業，海運代理

店業を言う。 
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① 

船
舶
運
航
事
業 

船
舶
の
貸
渡
し
を
す
る
事
業

運
航
の
委
託
を
す
る
事
業 

② 

海上運送事業 

船舶貸渡業 

③
④ ⑤ 

海
運
仲
立
業 

海
運
代
理
店
業 

 

図 1 海上運送事業の種類 

 

海
上
運
送
法 

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
海
上
運
送
事
業
」
と
は
、
船
舶
運
航
事
業
、
船
舶
貸
渡
業
、
海
運
仲
立
業
及
び
海

運
代
理
店
業
を
い
う
。 

２ 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
船
舶
運
航
事
業
」
と
は
、
海
上
に
お
い
て
船
舶
に
よ
り
人
又
は
物
の
運
送
を
す
る

事
業
で
港
湾
運
送
事
業
（
港
湾
運
送
事
業
法 

（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
一
号
）
に
規
定
す
る
港
湾
運

送
事
業
及
び
同
法
第
二
条
第
四
項 

の
規
定
に
よ
り
指
定
す
る
港
湾
以
外
の
港
湾
に
お
い
て
同
法 

に
規
定
す

る
港
湾
運
送
事
業
に
相
当
す
る
事
業
を
営
む
事
業
を
い
う
。
）
以
外
の
も
の
を
い
い
、
こ
れ
を
定
期
航
路
事
業

と
不
定
期
航
路
事
業
と
に
分
け
る
。 

３ 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
定
期
航
路
事
業
」
と
は
、
一
定
の
航
路
に
船
舶
を
就
航
さ
せ
て
一
定
の
日
程
表
に

従
つ
て
運
送
す
る
旨
を
公
示
し
て
行
う
船
舶
運
航
事
業
を
い
い
、
こ
れ
を
旅
客
定
期
航
路
事
業
と
貨
物
定
期

航
路
事
業
と
に
分
け
る
。 

４ 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
旅
客
定
期
航
路
事
業
」
と
は
、
旅
客
船
（
十
三
人
以
上
の
旅
客
定
員
を
有
す
る
船

舶
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
り
人
の
運
送
を
す
る
定
期
航
路
事
業
を
い
い
、
こ
れ
を
一
般
旅
客
定
期
航
路

事
業
と
特
定
旅
客
定
期
航
路
事
業
と
に
分
け
、「
貨
物
定
期
航
路
事
業
」
と
は
、
そ
の
他
の
定
期
航
路
事
業
を

い
う
。 

５ 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
一
般
旅
客
定
期
航
路
事
業
」
と
は
、
特
定
旅
客
定
期
航
路
事
業
以
外
の
旅
客
定
期

航
路
事
業
を
い
い
、「
特
定
旅
客
定
期
航
路
事
業
」
と
は
、
特
定
の
者
の
需
要
に
応
じ
、
特
定
の
範
囲
の
人
の

運
送
を
す
る
旅
客
定
期
航
路
事
業
を
い
う
。 

６ 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
不
定
期
航
路
事
業
」
と
は
、
定
期
航
路
事
業
以
外
の
船
舶
運
航
事
業
を
い
う
。 

７ 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
船
舶
貸
渡
業
」
と
は
、
船
舶
の
貸
渡
（
期
間
よ
う
船
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
又

は
運
航
の
委
託
を
す
る
事
業
を
い
う
。 

８ 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
海
運
仲
立
業
」
と
は
、
海
上
に
お
け
る
船
舶
に
よ
る
物
品
の
運
送
（
以
下
「
物
品

海
上
運
送
」
と
い
う
。
）
又
は
船
舶
の
貸
渡
し
、
売
買
若
し
く
は
運
航
の
委
託
の
媒
介
を
す
る
事
業
を
い
う
。 

９ 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
海
運
代
理
店
業
」
と
は
、
船
舶
運
航
事
業
又
は
船
舶
貸
渡
業
を
営
む
者
の
た
め
に

通
常
そ
の
事
業
に
属
す
る
取
引
の
代
理
を
す
る
事
業
を
い
う
。 

１
０ 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
自
動
車
航
送
」
と
は
、
船
舶
に
よ
り
自
動
車
（
道
路
運
送
車
両
法 

（
昭
和
二

十
六
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
第
二
条
第
二
項 

に
規
定
す
る
自
動
車
で
あ
つ
て
、
二
輪
の
も
の
以
外
の
も
の

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
並
び
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
人
及
び
物
を
合
わ
せ
て
運
送
す
る
こ
と
を
い
う
。 

一 

当
該
自
動
車
の
運
転
者 

二 

前
号
に
掲
げ
る
者
を
除
き
、
当
該
自
動
車
に
乗
務
員
、
乗
客
そ
の
他
の
乗
車
人
が
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、

そ
の
乗
車
人 

三 

当
該
自
動
車
に
積
載
貨
物
が
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
積
載
貨
物 

１
１ 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
指
定
区
間
」
と
は
、
船
舶
以
外
に
は
交
通
機
関
が
な
い
区
間
又
は
船
舶
以
外
の

交
通
機
関
に
よ
る
こ
と
が
著
し
く
不
便
で
あ
る
区
間
で
あ
つ
て
、
当
該
区
間
に
係
る
離
島
そ
の
他
の
地
域
の

住
民
が
日
常
生
活
又
は
社
会
生
活
を
営
む
た
め
に
必
要
な
船
舶
に
よ
る
輸
送
が
確
保
さ
れ
る
べ
き
区
間
と
し

て
関
係
都
道
府
県
知
事
の
意
見
を
聴
い
て
国
土
交
通
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
を
い
う
。 
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3． 内航海運業法に関して 

以下、本章において単に『法』と述べる場合は、内航海運業法を指すこととする。 

3.1 内航海運業 

内航運送とは、法第二条第一項に定めているとおり、国内港間の船舶（はしけを含み、

ろかいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運転する舟並びに漁船法第二条

第一項の漁船を除く）による物品の輸送を示すものである。 

 

 

国内 B 港 
物品 

国内 A 港 

ろかい舟 漁船 

 

図 2 内航運送 

 

内航運送業とは、法第二条第二項に定められている以下の業種である。 

 

① 

② 

内航海運業 

内航運送をする事業 

内航運送の用に供される船舶の貸渡し（期間傭船を含む）をする事業 

 

図 3 内航海運業者の種類 
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内
航
海
運
業
法 

（
定
義
） 

第
二
条 
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
内
航
運
送
」
と
は
、
次

に
掲
げ
る
船
舶
（
は
し
け
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
以

外
の
船
舶
に
よ
る
海
上
に
お
け
る
物
品
の
運
送
で
あ

つ
て
、
船
積
港
及
び
陸
揚
港
の
い
ず
れ
も
が
本
邦
内

に
あ
る
も
の
を
い
う
。 

一 

ろ
か
い
の
み
を
も
つ
て
運
転
し
、
又
は
主
と
し
て

ろ
か
い
を
も
つ
て
運
転
す
る
舟 

二 

漁
船
法 

（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
七
十
八
号
）

第
二
条
第
一
項 

の
漁
船 

２ 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
内
航
海
運
業
」
と
は
、
内
航

運
送
を
す
る
事
業
（
次
に
掲
げ
る
事
業
を
除
く
。
以

下
同
じ
。
）
又
は
内
航
運
送
の
用
に
供
さ
れ
る
船
舶
の

貸
渡
し
（
期
間
傭
船
を
含
み
、
主
と
し
て
港
湾
運
送

事
業
法 

（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
一
号
）
に

規
定
す
る
港
湾
運
送
事
業
（
同
法
第
三
十
三
条
の
二

第
一
項 

の
運
送
を
す
る
事
業
を
含
む
。
）
の
用
に
供

さ
れ
る
船
舶
の
貸
渡
し
を
除
く
。
以
下
単
に
「
船
舶

の
貸
渡
し
」
と
い
う
。）
を
す
る
事
業
を
い
う 

一 

海
上
運
送
法 

（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十

七
号
）
に
規
定
す
る
旅
客
定
期
航
路
事
業
及
び

旅
客
不
定
期
航
路
事
業 

二 

港
湾
運
送
事
業
法 

に
規
定
す
る
港
湾
運
送
事
業 

三 

港
湾
運
送
事
業
法
第
二
条
第
四
項 

の
規
定
に
よ

り
指
定
す
る
港
湾
以
外
の
港
湾
に
お
い
て
同
法

第
三
条 

各
号
に
掲
げ
る
事
業
に
相
当
す
る
事

業
を
営
む
事
業 

 

つまり、内航海運業法において、内航運送業とは、 

1） 内航運送をする事業 

2） 内航運送のために使用する船舶を貸渡す事業 

をいう。 

※ 旧内航海運業法においては、内航運送業と内航船舶貸渡業とが存在したが、現在の内

航海運業法においては、内航海運業に統一している。 
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3.2 内航海運業を行うための登録 

総トン数 100 トン以上又は長さ 30ｍ以上の船舶を使用して、内航海運業を営もうとする

者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない（法第三条第一項）。 

以下本書においては、当該総トン数 100 トン以上又は 30m 以上の船舶を使用して内航海

運業を営む業種及びそれに関連する事業を行う者について述べることとする（船舶管理事

業等）。 

また、登録の申請については、必要事項を記入した申請書の他、資金計画，船員配乗計画

及び事業計画を添付しなければならない（法第四条）。 

尚、申請内容の詳細については、内航海運業法施行規則第三条に詳しく明記されている。 

 

内
航
海
運
業
法 

（
登
録
及
び
届
出
） 

第
三
条 

総
ト
ン
数
百
ト
ン
以
上
又
は
長
さ
三
十
メ
ー
ト
ル
以
上
の
船
舶
に
よ
る
内

航
海
運
業
を
営
も
う
と
す
る
者
は
、
国
土
交
通
大
臣
の
行
う
登
録
を
受
け
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

２ 

総
ト
ン
数
百
ト
ン
未
満
の
船
舶
で
あ
つ
て
長
さ
三
十
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の
に

よ
る
内
航
海
運
業
を
営
む
者
は
、
事
業
開
始
の
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
、
国
土
交

通
省
令
で
定
め
る
事
項
を
国
土
交
通
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
登
録
の
申
請
） 

第
四
条 

前
条
第
一
項
の
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載

し
た
申
請
書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名 

二 

営
業
所
の
名
称
及
び
位
置 

三 

使
用
す
る
船
舶
の
名
称
、
船
種
、
総
ト
ン
数
そ
の
他
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る

事
項 

四 

船
舶
の
貸
渡
し
を
す
る
事
業
を
営
も
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
貸
渡
し
を
受
け

る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の

氏
名 

五 

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項 

２ 

前
項
の
申
請
書
に
は
、
資
金
計
画
（
内
航
海
運
業
の
円
滑
な
運
営
を
確
保
す
る
た

め
に
必
要
な
資
金
に
関
す
る
計
画
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
船
員
配
乗
計
画
（
内

航
海
運
業
の
適
確
な
運
営
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
船
員
の
配
乗
に
関
す
る
計

画
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
そ
の
他
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た

事
業
計
画
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
登
録
の
実
施
） 

第
五
条  
国
土
交
通
大
臣
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
登
録
の
申
請
が
あ
つ
た
場
合
に

お
い
て
は
、
次
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
を
拒
否
す
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、

次
に
掲
げ
る
事
項
を
内
航
海
運
業
者
登
録
簿
（
以
下
「
登
録
簿
」
と
い
う
。）
に
登

録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

前
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項 

二 

登
録
年
月
日
及
び
登
録
番
号 

２ 

国
土
交
通
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
を
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
遅
滞

な
く
、
そ
の
旨
を
申
請
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

国
土
交
通
大
臣
は
、
登
録
簿
を
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
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内
航
海
運
業
法
施
行
規
則 

（
登
録
の
申
請
） 

第
三
条 

法
第
四
条
第
一
項 

の
登
録
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者

は
、
登
録
申
請
書
（
第
二
号
様
式
）
を
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

法
第
四
条
第
一
項
第
三
号 

の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項

は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一 

使
用
す
る
船
舶
の
長
さ 

二 

船
舶
所
有
者
（
船
舶
が
共
有
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
船
舶
管

理
人
。
以
下
同
じ
。
）
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に

法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名 

三 

船
舶
所
有
者
以
外
の
者
か
ら
船
舶
を
借
り
受
け
て
い
る
場

合
は
、
当
該
船
舶
の
貸
渡
し
を
し
た
者
の
氏
名
又
は
名
称

及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏

名 

３ 

法
第
四
条
第
一
項
第
五
号 

の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項

は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。  

一 

内
航
貨
物
定
期
航
路
事
業
（
海
上
運
送
法
施
行
規
則 

（
昭

和
二
十
四
年
運
輸
省
令
第
四
十
九
号
）
第
一
条
第
一
項 

に

規
定
す
る
内
航
貨
物
定
期
航
路
事
業
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
を
営
も
う
と
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
航
路
の
名
称
、

起
点
及
び
終
点
並
び
に
運
航
回
数  

二 

海
運
組
合
（
内
航
海
運
組
合
法 

（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第

百
六
十
二
号
）
第
三
条 

に
規
定
す
る
内
航
海
運
組
合
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
に
加
入
し
て
い
る
場
合
は
、
当
該
海
運

組
合
の
名
称  

４ 

法
第
四
条
第
二
項 

の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次

の
と
お
り
と
す
る
。  

一 

資
金
計
画
（
第
三
号
様
式
に
よ
る
。
）  

二 

船
員
配
乗
計
画
（
第
四
号
様
式
に
よ
る
。）  

三 

使
用
船
舶
の
明
細
（
第
五
号
様
式
に
よ
る
。
）  

四 

主
と
し
て
取
引
し
よ
う
と
す
る
相
手
方
の
氏
名
又
は
名
称

及
び
住
所  

五 

他
に
営
業
を
行
つ
て
い
る
場
合
は
、
当
該
営
業
の
種
類
及
び

概
要 

六 

内
航
貨
物
定
期
航
路
事
業
を
営
も
う
と
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、

内
航
貨
物
定
期
航
路
事
業
の
明
細
（
第
六
号
様
式
に
よ
る
。
） 

５ 

第
一
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
す
る
も
の

と
す
る
。  

一 

既
存
の
法
人
に
あ
つ
て
は
、
次
の
書
類  

イ 

定
款
及
び
登
記
事
項
証
明
書 

ロ 

最
近
の
事
業
年
度
に
お
け
る
貸
借
対
照
表 

ハ 

役
員
又
は
社
員
の
名
簿 

二 

法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
次
の
書
類  

イ 

定
款 

ロ 

発
起
人
又
は
設
立
者
の
名
簿 

ハ 

設
立
し
よ
う
と
す
る
法
人
が
株
式
会
社
又
は
有
限
会
社

で
あ
る
場
合
は
、
株
式
の
引
受
又
は
募
集
の
計
画
書 

三 

個
人
に
あ
つ
て
は
、
次
の
書
類  

イ 

資
産
目
録 

ロ 

戸
籍
抄
本 

四 

船
舶
法
施
行
細
則 

（
明
治
三
十
二
年
逓
信
省
令
第
二
十
四

号
）
第
二
十
九
条
第
一
項 

に
規
定
す
る
登
録
事
項
証
明
書

そ
の
他
の
船
舶
の
所
有
又
は
貸
借
関
係
を
証
す
る
書
類  

五 

船
員
の
雇
用
契
約
書
の
写
し
そ
の
他
の
船
員
配
乗
計
画
の

実
施
の
た
め
の
準
備
の
状
況
を
示
す
書
類 
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図 4 登録申請書（サンプル） 
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3.3 内航海運業の登録要件 

前項に示した如く、内航海運業を営むことが出来る者は、必要事項を記載した書類と必

要な添付資料を国土交通大臣に提出して登録申請を行い、国土交通大臣の登録を受けた者

であるが、以下の如き項目に該当する場合（法第六条）、国土交通大臣は登録の申請を拒否

しなければならない（登録を認めない）。 

 

（
登
録
の
拒
否
） 

第
六
条 

国
土
交
通
大
臣
は
、
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
登
録
の
申
請
が

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
登
録
を
拒
否

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

申
請
者
が
こ
の
法
律
の
規
定
に
違
反
し
て
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ

の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
つ
た

日
か
ら
一
年
を
経
過
し
な
い
者
で
あ
る
と
き
。 

二 

申
請
者
が
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
内
航
海
運
業
の

登
録
を
取
り
消
さ
れ
、
そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
一
年
を
経
過
し

な
い
者
（
当
該
登
録
を
取
り
消
さ
れ
た
者
が
法
人
で
あ
る
場
合

に
お
い
て
は
、
当
該
取
消
し
に
係
る
聴
聞
の
通
知
が
到
達
し
た

日
（
行
政
手
続
法 

（
平
成
五
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
十
五

条
第
一
項 

の
通
知
が
到
達
し
た
日
（
同
条
第
三
項 

に
よ
り
通

知
が
到
達
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
日
を
含
む
。
）
を
い
う
。
）

前
六
十
日
以
内
に
そ
の
法
人
の
役
員
（
い
か
な
る
名
称
に
よ
る

か
を
問
わ
ず
、
こ
れ
と
同
等
以
上
の
職
権
又
は
支
配
力
を
有
す

る
者
を
含
む
。
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
つ
た
者
で
当

該
取
消
し
の
日
か
ら
一
年
を
経
過
し
な
い
も
の
を
含
む
。
）
で

あ
る
と
き
。 

三 

申
請
者
が
申
請
前
一
年
以
内
に
内
航
海
運
業
に
関
し
不
正
な
行

為
を
し
た
者
で
あ
る
と
き
。 

四 

申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
役
員
が
前
三
号

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
と
き
。 

五 

申
請
者
が
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
総
ト
ン
数
又
は
長
さ
の
船

舶
を
有
し
て
い
な
い
と
き
。 

六 

申
請
者
が
資
金
計
画
、
船
員
配
乗
計
画
そ
の
他
の
事
項
に
つ
い

て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
事
業
計
画
を

有
し
て
い
な
い
と
き
。 

２ 

国
土
交
通
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
の
拒
否
を
し
た
場

合
に
お
い
て
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
理
由
を
示
し
て
、
そ
の
旨
を
申

請
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

上掲法第六条第一項第五号『申請者が国土交通省令で定める総トン数又は長さの船舶を

有していないとき。』については、登録の際、自己の所有（単独所有）の船舶をもって内航

海運業の登録を行おうとする場合には何等問題ないが、共有船舶をもって内航海運業の登

録を行おうとする場合には、所有権の割合に関係無く（1％でも可）、当該船舶の共有者で

あり、且つ当該船舶の船舶管理人でなければならない。 

当該船舶管理人でなければならないという条件は、同じ船舶を使用して複数の内航海運

業の登録が行われることを防止するためのもので、船舶管理人（ここで言う船舶管理人と

は商法上で所有者を代表する条件付権利義務者であり、船舶管理業を営むものとは異なる）
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とすることにより、船舶共有者による複数の内航海運業の登録が行われないようにしたも

のである。 

つまり、今回の内航海運業法では、登録の条件において船舶の所有者（物体所有）であ

ることが大前提であり、1 つの船舶につき 1 登録の内航海運業の登録申請が有効とされる

ものである。 

前述、船舶の所有並びに船舶管理人であるか否かについては、内航海運運業法施行規則

において定められている申請書類において、『船舶法施行規則（明治三十二年逓信省令第二

十四号）第二十九条第一項に規定する登録事項証明書その他の船舶の所有又は貸借関係を

証する書類』（内航海運業法施行規則第三条第五項第四号）によって所有者の確認を行ない、

登録申請書（第二号様式）に記載されている船舶所有者の欄において、申請者が船舶管理

人であるか否かについて確認を行なっている。 

 

船
舶
法
施
行
規
則 

第
二
十
九
条 

何
人
ト
雖
モ
管
海
官
庁
ニ
対
シ
手
数
料
ヲ
納
付

シ
テ
船
舶
原
簿
ニ
記
録
シ
タ
ル
事
項
ヲ
証
明
シ
タ
ル
書
面

（
以
下
「
登
録
事
項
証
明
書
」
ト
謂
フ
）
ノ
交
付
ヲ
申
請
シ

又
船
舶
原
簿
ノ
閲
覧
ヲ
請
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
得 

内
航
海
運
業
法
施
行
規
則 

（
登
録
の
申
請
） 

第
三
条 

法
第
四
条
第
一
項 

の
登
録
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る

者
は
、
登
録
申
請
書
（
第
二
号
様
式
）
を
提
出
す
る
も
の
と

す
る
。 

２ 

法
第
四
条
第
一
項
第
三
号 

の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る

事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一 

使
用
す
る
船
舶
の
長
さ 

二 

船
舶
所
有
者
（
船
舶
が
共
有
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
船

舶
管
理
人
。
以
下
同
じ
。
）
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名 

三 

船
舶
所
有
者
以
外
の
者
か
ら
船
舶
を
借
り
受
け
て
い
る

場
合
は
、
当
該
船
舶
の
貸
渡
し
を
し
た
者
の
氏
名
又
は

名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表

者
の
氏
名 

３ 

法
第
四
条
第
一
項
第
五
号 

の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る

事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。  

一 

内
航
貨
物
定
期
航
路
事
業
（
海
上
運
送
法
施
行
規
則 

（
昭
和
二
十
四
年
運
輸
省
令
第
四
十
九
号
）
第
一
条
第

一
項 

に
規
定
す
る
内
航
貨
物
定
期
航
路
事
業
を
い
う
。

以
下
同
じ
。）
を
営
も
う
と
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
航
路

の
名
称
、
起
点
及
び
終
点
並
び
に
運
航
回
数  

二 

海
運
組
合
（
内
航
海
運
組
合
法 

（
昭
和
三
十
二
年
法
律

第
百
六
十
二
号
）
第
三
条 

に
規
定
す
る
内
航
海
運
組
合

を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
に
加
入
し
て
い
る
場
合
は
、
当

該
海
運
組
合
の
名
称  
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図 5 登録拒否通知書（サンプル） 

 

尚、今回の法改正前に内航運送業の許可を受けているものは、経過措置（附則第 9 条）

により、改正後の登録を受けたものとみなされているが、旧法においては内航船舶貸渡業
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の許可を受けていた者の内、他人の船舶を裸用船により借受け、船員を配乗して運送事業

者に貸渡しを行う貸渡業者に対しては船舶の使用をもって所有とみなしていた。このため、

当該船舶の使用をもって所有とみなしていた者に関しては、新法上で、自社の雇用する船

員を配乗する場合についてのみ内航海運業（船舶の貸渡し，定期傭船契約）を営むことが

出来ることとされている。 

また、新法においても特例として内航海運業者の内、船舶を所有せず船舶の貸渡しのみ

を行う業者に対して、自ら雇用する船員を配乗する場合にのみ使用する船舶を所有したも

のとみなし、内航海運業者として登録出来ることとしている。 

よって、この条件付きの登録業者（内航船舶貸渡業者で船舶を所有していない者）につ

いては、船員派遣事業者からの船員派遣を受けることが出来ないこととなる。 

これは、内航海運業法及び内航海運業法施行規則には記載されておらず、『内航海運業法

施行規則等運用方針』（平成 17 年 4 月 1 日付 国土交通省海事局国内貨物課）において示さ

れているもの（通達内容）である。 

 

新 内航海運業法 

 

   附 則 （平成一六年六月二日法律第七一号） 抄 
第九条  この法律の施行の際現に第三条の規定による改正前の内航海運業法（以下「旧内航海

運業法」という。）第三条第一項の許可を受けている者は、施行日に、第三条の規定による

改正後の内航海運業法（以下「新内航海運業法」という。）第三条第一項の登録を受けたも

のとみなす。 

 

新 内航海運業法 旧 内航海運業法 

（登録及び届出） 
第三条  総トン数百トン以上又は長さ三十

メートル以上の船舶による内航海運業

を営もうとする者は、国土交通大臣の行

う登録を受けなければならない。 

（許可及び届出） 
第三条 総トン数百トン以上又は長さ三十メ

ートル以上の船舶による内航運送業又

は内船舶賃渡業を営もうとする者は、国

土交通大臣の許可を受けなければなら

ない。 
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図 6 『内航海運業法施行規則等運用方針』（平成 17 年 4 月 1日付）8 頁抜粋 

 

 

① 

※運送業と貸渡業の事業区分廃止 

内
航
運
送
を
す
る
事
業
者 

船
舶
を
単
独
所
有
す
る
事
業
者 

船
舶
を
所
有
し
な
い
事
業
者 

②

内  航  海  運  業  者 

内航の用に供される船舶の 

貸渡しをする事業者 

④

自
社
船
員
を
配
乗
さ
せ
る
こ
と
が
条
件 

100％ 

船舶を所有する事業者

船
舶
を
共
同
所
有
す
る
事
業
者 

所
有
船
の
船
舶
管
理
人
で
あ
る
こ
と
が
条
件

③

 

図 7 内航海運業者の種類 
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4． 船員職業安定法について 

4.1 船員職業安定法における船舶所有者 

船員職業安定法においては、船舶所有者を以下のように定義している。 

 

 
（船員選択の自由） 
第三条  船舶所有者（船舶共有の場合には船舶管理人を、船舶貸借の場合には船舶借入人を、船舶

所有者、船舶管理人及び船舶借入人以外の者が船員を使用する場合にはその者をいう。以下同じ。）

は、船員として雇用する者を自由に選択することができる。但し、労働組合法 （昭和二十四年法

律第百七十四号）の規定によつて、船舶所有者又はその団体と労働組合との間に締結された労働協

約に別段の定のある場合は、この限りでない。 
 

 

つまり、単に船員を雇用して使用する者（船員の雇用主）を船舶所有者としている。 

尚、船員派遣が行われている船舶においては、当該派遣船員の雇用主である船員派遣事

業者も船舶所有者となることから船員職業安定法上の船舶所有者が複数存在することとな

る。 
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4.2 船員派遣事業 

船員派遣事業に関しては、船員職業安定法（以下、本項において「法」という）により

禁止されていたが、平成 16 年の法改正により許可制をもって船員派遣事業を認めることと

なったものであり、国土交通大臣の許可（法第五十五条）を受けた者のみが船員派遣事業

を行うことが出来ることとされている。 

 

船
員
職
業
安
定
法 

（
定
義
） 

第
六
条 

こ
の
法
律
で
「
船
員
」
と
は
、
船
員
法 

（
昭

和
二
十
二
年
法
律
第
百
号
）
に
よ
る
船
員
及
び

同
法 

に
よ
る
船
員
で
な
い
者
で
日
本
船
舶
以

外
の
船
舶
に
乗
り
組
む
も
の
を
い
う
。 

２
～
７ 

（
略
） 

８ 

こ
の
法
律
で
「
船
員
労
務
供
給
」
と
は
、
供
給

契
約
に
基
づ
い
て
人
を
船
員
と
し
て
他
人
の

指
揮
命
令
を
受
け
て
労
務
に
従
事
さ
せ
る
こ

と
を
い
い
、
船
員
派
遣
に
該
当
す
る
も
の
を
含

ま
な
い
も
の
と
す
る
。 

９ 

こ
の
法
律
で
「
船
員
労
務
供
給
事
業
」
と
は
、

船
員
労
務
供
給
を
業
と
し
て
行
う
こ
と
を
い

う
。 

１
０ 
こ
の
法
律
で
「
無
料
船
員
労
務
供
給
事
業

者
」
と
は
、
第
五
十
一
条
の
許
可
を
受
け
て
、

無
料
の
船
員
労
務
供
給
事
業
を
行
う
労
働
組

合
等
（
労
働
組
合
法 

に
よ
る
労
働
組
合
（
以

下
単
に
「
労
働
組
合
」
と
い
う
。
）
そ
の
他
こ

れ
に
準
ず
る
も
の
で
あ
つ
て
国
土
交
通
省
令

で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
い

う
。 

１
１ 

こ
の
法
律
で
「
船
員
派
遣
」
と
は
、
船
舶
所

有
者
が
、
自
己
の
常
時
雇
用
す
る
船
員
を
、
当

該
雇
用
関
係
の
下
に
、
か
つ
、
他
人
の
指
揮
命

令
を
受
け
て
、
当
該
他
人
の
た
め
に
船
員
と
し

て
労
務
に
従
事
さ
せ
る
こ
と
を
い
い
、
当
該
他

人
に
対
し
当
該
船
員
を
当
該
他
人
に
雇
用
さ

せ
る
こ
と
を
約
し
て
す
る
も
の
を
含
ま
な
い

も
の
と
す
る 

１
２ 

こ
の
法
律
で
「
派
遣
船
員
」
と
は
、
船
舶
所

有
者
が
常
時
雇
用
す
る
船
員
で
あ
つ
て
、
船
員

派
遣
の
対
象
と
な
る
も
の
を
い
う
。 

船
員
職
業
安
定
法
施
行
規
則 

（
法
第
五
十
条 

に
関
す
る
事
項
） 

第
二
十
二
条 

船
員
労
務
供
給
事
業
に
は
、
期
間
傭

船
契
約
に
よ
る
場
合
を
除
き
、
請
負
契
約
に
よ

り
人
を
船
員
と
し
て
他
人
の
指
揮
命
令
を
受

け
て
労
務
に
従
事
さ
せ
る
事
業
を
含
む
。 

１
３ 

こ
の
法
律
で
「
船
員
派
遣
事
業
」
と
は
、
船

員
派
遣
を
業
と
し
て
行
う
こ
と
を
い
う
。 

１
４
～
１
６ 

（
略
） 

（
船
員
労
務
供
給
事
業
の
禁
止
） 

第
五
十
条 

何
人
も
、
次
条
に
規
定
す
る
場
合
を
除

い
て
は
、
船
員
労
務
供
給
事
業
を
行
い
、
又
は

そ
の
船
員
労
務
供
給
事
業
を
行
う
者
か
ら
供

給
さ
れ
る
人
を
船
員
と
し
て
自
ら
の
指
揮
命

令
の
下
に
労
務
に
従
事
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。 

（
無
料
の
船
員
労
務
供
給
事
業
の
許
可
） 

第
五
十
一
条 

労
働
組
合
等
は
、
国
土
交
通
大
臣
の

許
可
を
受
け
た
と
き
は
、
無
料
の
船
員
労
務
供

給
事
業
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

（
船
員
派
遣
事
業
の
禁
止
） 

第
五
十
四
条 

何
人
も
、
次
条
に
規
定
す
る
場
合
を

除
い
て
は
、
船
員
派
遣
事
業
を
行
つ
て
は
な
ら

な
い
。 

２ 

船
員
派
遣
の
役
務
の
提
供
を
受
け
る
者
は
、
船

員
派
遣
元
事
業
主
以
外
の
船
員
派
遣
事
業
を

行
う
事
業
主
か
ら
、
船
員
派
遣
の
役
務
の
提
供

を
受
け
て
は
な
ら
な
い
。 

（
船
員
派
遣
事
業
の
許
可
） 

第
五
十
五
条 

国
土
交
通
大
臣
の
許
可
を
受
け
た

者
は
、
船
員
派
遣
事
業
を
行
う
こ
と
が
で
き

る
。 

２
～
５ 

（
略
） 

 

船員派遣事業とは、船舶所有者が自己の常時雇用する船員を、他人の指揮命令を受けて、

当該他人のために船員として労務に従事させることを業として行うことをいう。 

なお、常時雇用する船員とは、期間の定めなく雇用されている船員のことである。 
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一方、供給契約に基づき、船員を他人の指揮命令を受けて、労務に従事させることを業

として行う船員労務供給事業は、現在は、法第五十一条の規定により全日本海員組合のみ

が無料で同事業を行うことの許可を受けているだけであり、民間事業者は事業として行う

ことが禁止されている。 

また、船舶管理会社が船舶の管理を一括して請負い、船員の配乗を行う場合については、

国土交通省海事局から出された平成 17 年 2 月 15 日付の通達（別紙 1）に規定する要件を

満たす場合に限り、違法な船員派遣事業又は違法な船員労務供給事業には該当しないもの

とされている。 

なお、在籍出向を行う場合にあっては、同通達（別紙 2）に該当するものであれば、法に

抵触しないものとされている。 

 

 

図 8 国土交通省の通達（平成 17 年 2 月 15 日付）のコピー（表紙）
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別紙 1

違法な船員派遣事業又は船員労務供給事業に該当しない船員配乗行為を行うことが

できる船舶管理会社の要件について 

 

いわゆる船舶管理会社については、船舶所有者又は裸傭船者（以下「船舶所有者等」という。）と

の船舶管理契約に基づいて、自己が雇用する船員を当該契約の対象船舶に配乗する行為を行うこと

が考えられる。 

このような船舶管理会社が、船員を自ら雇用し、船舶管理契約の対象船舶に配乗する形態につい

ては、船員法及び船員職業安定法上、一概に禁止されるものではない（この場合、当然の帰結とし

て当該船舶管理会社は、使用者（船舶所有者）としての船員法及び船員職業安定法上の義務を負う。）。

船員の雇用形態としては、船舶所有者等が、その所有又は裸傭船する船舶に自ら雇用する船員を

配乗し、かつ、指揮命令を行うのが一般的であるが、船舶管理会社の場合には、船舶管理会社が配

乗船舶を所有も裸傭船もしていないことから、船員に対する雇用関係（誰が雇用し、誰が指揮命令

を行うのか等）が複雑になりやすいという特徴がある。 

例えば、船舶管理会社が船員を雇用する場合であって船員に対する指揮命令権者が当該船舶管理

会社であるときには船員派遣にも船員労務供給にも該当しないこととなるが、船舶管理会社が船員

を雇用するものの船員に対する指揮命令権者が船舶所有者等である場合は、船舶管理会社による船

舶所有者等への船員派遣又は船員労務供給に該当することとなる。この場合、船舶管理会社が業と

して自己の常時雇用する船員を船舶所有者等の指揮命令を受けて労務に従事させるときには船員派

遣事業の許可が必要である。 

したがって、船舶管理会社の名の下に、許可を受けずして違法な船員派遣事業又は船員労務供給

事業を行う者が出てくるおそれがあることから、船舶管理会社の適法性については、船員を誰が雇

用し、誰が指揮命令するのかについて、「船舶管理契約」等の名称の如何にかかわらず、実質的・個

別的に判断する必要がある。 

以上のことから、違法な船員派遣事業又は船員労務供給事業に該当しない船員配乗行為を行うこ

とができる船舶管理会社とは、１．に掲げられた 4 つの要件を満たすものとして整理することとす

る。 

図 9 同上（1,2 頁）の転写 
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1．違法な形態に該当しない船舶管理会社の要件 

(1) 船舶管理契約が締結されていること。 
船舶管理契約は、船舶の運航管理、船舶の保守管理、船員の配乗・雇用管理を受託者が一

括して行うことを内容とするのが通常である。 
違法な形態に該当しない船舶管理契約は、このように船舶所有者等から運航を委ねられた

者が、一定の期間、船舶の具体的な航行に関し一切の義務を負う契約であって、船舶の運航

管理、船舶の保守管理、船員の配乗・雇用管理に関し一括して責任を負うものでなければな

らず、このような船舶管理契約が締結されていることが必要である。 
なお、違法な形態に該当しないとされた船舶管理契約を締結している当該船舶管理会社が、

受託した船舶管理業務のうち船員の配乗・雇用管理等の一部に関する再委託契約を子会社又

は他社と締結した場合は、一括して船舶管理を行うものではないため違法な形態に該当しな

い船舶管理会社とは認めることはできない。 
(2) 船舶管理契約に示された船舶管理行為を実態的に行なっていること。 

船舶管理契約は、船舶の航行に関し一切の義務を負う契約であるので、船員の配乗管理体

制、船員の労務管理体制はもちろんのこと、船舶の運航管理、船舶の保守管理等について実

態的な活動を行っている必要があり、これらの業務に関して運送行為を行う海運会社と事実

上同等の体制が整備されている必要がある。 
(3) 船員を雇用していること。 

船員を雇用していることから、当然船員法等の法令が適用されることとなるので、船舶所

有者（使用者）としての各種義務が生じることとなる。 
特に実態面として、賃金の支払い、船員保険等の加入、人事面の管理等使用者としての基

本的な義務と権利を遂行している必要がある。 
(4) 船員を指揮命令していること。 

船長を通じ、船員に対して指揮命令をしていること。 
特に実態面として、労働時間や休日の管理、労働力の支配等使用者としての基本的な義務

と権利を遂行している必要がある。 
2．1．の要件を満たしていることのチェックポイント 

船員労務供給事業に該当しない船舶管理会社の要件としては、船舶検査証書上の船舶所有者であ

って船舶管理を委託するもの（以下「委託者」という。）から運航を委ねられた者が、委託者に対し、

船舶の運航管理、船舶の保守管理、船員の配乗・雇用管理に関し一括して責任を負うことを内容と

する船舶管理契約が当事者間で締結されている必要がある。具体的には次の内容が船舶管理契約に

含まれていることをチェックする。 
船舶管理会社が委託者に対して当該契約対象となる船舶に関し、船舶の運航管理、船舶の保守管

理、船員の配乗・雇用管理に関して一括した責任を負う旨の規定が明記されていること。 
さらに、当該船員について船舶管理会社が船員保険の付保を自己の名で行うとともに、雇入契約

の成立等の届出が当該船舶管理会社を船舶所有者として行われていることが必要である。 
 

図 10 同上（1,2 頁）の転写 
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別紙 2
在籍出向について 

在籍出向については、密接な関連会社との人

事交流、技術協力等人事管理の手段として活用

されているところであるが、出向する船員と出

向元事業主との間の雇用契約関係は維持され

たまま労務の提供は出向先事業主に行われる

こととなる。このため、船員に係る雇用と指揮

命令に関する関係が複雑となることから、今般

制度化される船員派遣との関係を踏まえつつ、

船員職業安定法に抵触するおそれのない出向

の形態を以下のとおり整理した。 

 
出向元 
事業主 

出向先 
事業主 

出向契約 

船 員 

雇用関係 雇用関係 

1．いわゆる在籍出向は、出向元事業主との間に雇用契約関係があるだけでなく、出向元と事業主と

出向先事業主との間の出向契約により、出向船員を出向先事業主に雇用させることを約して行われ

るものである。このように、在籍出向は、出向元及び出向先双方との二重の雇用契約関係が生じる

のに対し、船員派遣は、派遣船員と派遣先事業主に雇用させることを約さずしておこなわれるもの

であることから、派遣元とのみ雇用契約関係が存するものである。 
在籍出向の場合、出向先事業主を船員法上の船舶所有者として雇入契約の成立等の届出が行われ、

かつ、出向先事業主が給与の支払、船員保険の付保も自己の名で行うとともに、懲罰権の行使、就

業規則の適用及び労働時間・休日等の変更等いわゆる指揮命令権を当該船員に行使する場合は、基

本的に問題がないと判断できる。 
これに対し、船員法上の船舶所有者と当該船員に対して指揮命令権を行使している者が異なる場

合には船員労務供給に該当し、当該船員労務供給に事業性があるか否かを判断する必要がある。例

えば、出向先事業主の船舶に乗り組む船員について、指揮命令権は出向先事業主が行使するものの

当該船員の給与は出向元事業主が支払っている形態が考えられるが、このような場合であっても、

出向が基本的に緊密な資本関係が存する等のグループ間の移動であって、次の①から④に掲げるよ

うな目的を有するものであることを雇入契約の成立等の届出の際のヒアリング等を通じて確認でき

た場合には船員労務供給事業に該当しないものとして取り扱うものとする。なお、この場合の雇入

契約の成立等の届出を行う船舶所有者は、船員に給与を支払っている出向元事業主となる。（こうし

た確認には相当の時間を要することから、これを雇入契約の成立等の届出時に窓口で行った場合に

は、出航スケジュールに影響が生じることも予想されるため、事前に地方運輸局（神戸運輸監理部

及び沖縄総合事務局を含む。）、同支局又は海事事務所の船員職業安定法事務担当課の確認を受ける

ことが望ましい。） 
① 船員を離職させることなく、関係会社において雇用機会を確保するため 
② 技術指導のため 
③ 出向の対象となる船員の能力開発の一環として実施するため 
④ 企業グループ内の人事交流の一環として実施するため 

2．なお、従来より関係通達に基づき行われてきた「船主団体内のグループによる船員の相互配乗制

度」については、その配乗実施体制が本通達中 1．①の目的と類似した「船員の雇用安定」を目的

とするグループ所属会社間におけるものであり、実質的な雇用関係としては、出向元事業主が船員

法上の船舶所有者と認められてきたところである。今般、1．のように労務供給事業に該当しない

在籍出向の形態について整理したことに伴い、この相互配乗についても「在籍出向」の形態の一つ

として取扱うものとする。このため、「船主団体内グループによる船員の相互配乗制度」に関する

関係通達（「内航労務協会及び一洋会の船主団体内グループによる船員の相互配乗制度の取扱いに

ついて（昭和 49 年 5 月 31 日付け員労第 378 号）」、「船主団体全内航内グループによる船員の相互

配乗制度の取扱いについて（平成 3 年 4 月 1 日付け海労第 38 号）」、「船主団体内グループによる船

員の相互配乗制度の取扱いについて（平成 3 年 4 月 1 日付け海労第 72 号・海基第 50 号）」、事務連

絡「船主団体内グループによる船員の相互配乗制度の取扱いについて（平成 3 年 6 月 1 日）」）は、

この通達の施行に伴いすべて廃止するものとする。ただし、通達の廃止の前に行われている船主団

体内グループによる船員の相互配乗については、従前どおり認めることとする。 

図 11 同上（3,4 頁）
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4.3 船員派遣事業の許可 

4.3.1 船員派遣事業を行うための最低条件 

船舶管理会社においても、様々なニーズに応じて船舶管理を請負わなければならず、船

員の配乗を含む一部の船舶管理を請負う場合には、船員職業安定法の規定により、船員派

遣事業の許可を得ておかなければならない。 

 

船
員
職
業
安
定
法 

（
船
員
派
遣
事
業
の
禁
止
） 

第
五
十
四
条 

何
人
も
、
次
条
に
規
定
す
る
場
合
を
除
い
て
は
、
船
員

派
遣
事
業
を
行
つ
て
は
な
ら
な
い
。 

２ 

船
員
派
遣
の
役
務
の
提
供
を
受
け
る
者
は
、
船
員
派
遣
元
事
業
主

以
外
の
船
員
派
遣
事
業
を
行
う
事
業
主
か
ら
、
船
員
派
遣
の
役
務
の

提
供
を
受
け
て
は
な
ら
な
い
。 

 

（
船
員
派
遣
事
業
の
許
可
） 

第
五
十
五
条 

国
土
交
通
大
臣
の
許
可
を
受
け
た
者
は
、
船
員
派
遣
事

業
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

前
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記

載
し
た
申
請
書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代

表
者
の
氏
名 

二 
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
役
員
の
氏
名
及
び
住
所 

三 

船
員
派
遣
事
業
を
行
う
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地 

四 

第
七
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
選
任
す
る
派
遣
元
責
任
者
の
氏
名

及
び
住
所 

五 

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事

項 

３ 

前
項
の
申
請
書
に
は
、
船
員
派
遣
事
業
を
行
う
事
業
所
ご
と
の
当

該
船
員
派
遣
事
業
に
係
る
事
業
計
画
書
そ
の
他
国
土
交
通
省
令
で

定
め
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

前
項
の
事
業
計
画
書
に
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
船
員
派
遣
事
業
を
行
う
事
業
所
ご
と
の
当
該
船
員
派
遣
事
業

に
係
る
派
遣
船
員
の
数
、
船
員
派
遣
に
関
す
る
料
金
の
額
そ
の
他
船

員
派
遣
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 

国
土
交
通
大
臣
は
、
第
一
項
の
許
可
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

あ
ら
か
じ
め
、
船
員
中
央
労
働
委
員
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 
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船員派遣事業の許可を受けるためには、まず法第五十六条に定められている欠格事由に

該当しないことを確認しなければならない。 

 

船
員
職
業
安
定
法 

（
許
可
の
欠
格
事
由
） 

第
五
十
六
条 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
前
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
な
い
。 

一 

禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
又
は
こ
の
法
律
そ
の
他
労
働
に
関
す
る
法
律
の
規
定
（
次
号

に
規
定
す
る
規
定
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
若
し
く
は
暴
力
団
員
に
よ
る
不

当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律 

（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
七
号
）
の
規
定
（
同
法
第
四

十
八
条 

の
規
定
を
除
く
。
）
に
よ
り
、
若
し
く
は
刑
法 

（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
）

第
二
百
四
条 

、
第
二
百
六
条
、
第
二
百
八
条
、
第
二
百
八
条
の
三
、
第
二
百
二
十
二
条
若
し

く
は
第
二
百
四
十
七
条
の
罪
、
暴
力
行
為
等
処
罰
に
関
す
る
法
律
（
大
正
十
五
年
法
律
第
六

十
号
）
の
罪
若
し
く
は
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法 

（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九

号
）
第
七
十
三
条
の
二
第
一
項 

の
罪
を
犯
し
た
こ
と
に
よ
り
、
罰
金
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ

の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
つ
た
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経

過
し
な
い
者 

二 

健
康
保
険
法 
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
第
二
百
八
条 

、
第
二
百
十
三
条
の
二
若
し

く
は
第
二
百
十
四
条
第
一
項
、
船
員
保
険
法
第
六
十
八
条 

、
第
六
十
九
条
ノ
三
若
し
く
は
第

七
十
条
第
一
項
、
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法 

（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
十
号
）
第
五
十
一

条 

前
段
若
し
く
は
第
五
十
四
条
第
一
項 

（
同
法
第
五
十
一
条 

前
段
の
規
定
に
係
る
部
分
に

限
る
。
）、
厚
生
年
金
保
険
法 
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
五
号
）
第
百
二
条
第
一
項 

、

第
百
三
条
の
二
、
第
百
四
条
第
一
項
（
同
法
第
百
二
条
第
一
項 

又
は
第
百
三
条
の
二 

の
規

定
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
百
八
十
二
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
若
し
く
は
第
百
八
十

四
条
（
同
法
第
百
八
十
二
条
第
一
項 
又
は
第
二
項 

の
規
定
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）、
労
働

保
険
の
保
険
料
の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律 
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
八
十
四
号
）
第
四
十
六

条 

前
段
若
し
く
は
第
四
十
八
条
第
一
項 

（
同
法
第
四
十
六
条 

前
段
の
規
定
に
係
る
部
分
に

限
る
。
）
又
は
雇
用
保
険
法 

（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
百
十
六
号
）
第
八
十
三
条 

若
し
く
は

第
八
十
六
条 

（
同
法
第
八
十
三
条 

の
規
定
に
係
る
部
分
に
限
る
。）
の
規
定
に
よ
り
罰
金
の

刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
つ
た
日
か
ら

起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
な
い
者 

三 

成
年
被
後
見
人
若
し
く
は
被
保
佐
人
又
は
破
産
者
で
復
権
を
得
な
い
も
の 

四 

第
百
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
船
員
派
遣
事
業
の
許
可
を
取
り
消
さ
れ
、
当
該
取
消
し
の

日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
な
い
者 

五 

営
業
に
関
し
成
年
者
と
同
一
の
行
為
能
力
を
有
し
な
い
未
成
年
者
で
あ
つ
て
、
そ
の
法
定
代

理
人
が
前
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の 

六 

法
人
で
あ
つ
て
、
そ
の
役
員
の
う
ち
に
前
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
が
あ
る
も
の 

 

4.3.2 許可申請 

許可申請は、事業主の主たる事務所を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣に提

出する。 

申請に必要な書類としては、以下の通りであり、必要事項を明記し提出しなければなら

ない。 

1） 船員派遣事業許可・許可有効期限更新申請書（様式第 3 号）〔法第 55 条第 2 項，施

行規則第 25 号第 1 項〕 
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図 12 第 3 号様式 第 1面 サンプル 
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図 13 第 3 号様式 第 2面 サンプル 
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2） 船員派遣事業計画書（様式第 4 号）〔法第 55 条第 3 項，施行規則第 25 号第 3 項〕 

船員派遣事業計画書については、事業所ごと（複数の事業所で行う場合はそれぞ

れ必要）に提出しなければならない。 

 

 

図 14 第 4 号様式 第 1面 サンプル 
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図 15 第 4 号様式 第 2面 サンプル 

 

3） 以下に掲げる添付書類〔法第 55 条第 3 項，施行規則第 25 号第 2 項〕 

 

法人の場合 個人の場合 
イ 定款又は寄附行為 
ロ 登記事項証明書 
ハ 役員の住民票（外国人にあっては、外国

人登録証明書。以下同じ。）の写し及び履

歴書 
ニ 役員が未成年者で船員派遣事業に関し営

業の許可を受けていない場合にあつて

は、その法定代理人の住民票の写し及び

履歴書 
ヘ 最近の事業年度における貸借対照表及び

損益計算書 
ト 船員派遣事業に関する資産の内容及びそ

の権利関係を証する書類 
 

イ 住民票の写し及び履歴書 
ロ 申請者が未成年者で船員派遣事業に関し

営業の許可を受けていない場合にあって

は、その法定代理人の住民票の写し及び

履歴書 
ト 船員派遣事業に関する資産の内容及びそ

の権利関係を証する書類 
 
 

事業所ごとに 
ホ 船員派遣事業を行う事業所ごとの個人情

報の適正管理及び秘密の保持に関する規

程 
チ 船員派遣事業を行う事業所ごとに選任す

る派遣元責任者の住民票の写し及び履歴

書 

事業所ごとに 
ホ 船員派遣事業を行う事業所ごとの個人情

報の適正管理及び秘密の保持に関する規

程 
チ 船員派遣事業を行う事業所ごとに選任す

る派遣元責任者の住民票の写し及び履歴

書 
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4.3.3 許可基準 

許可基準は以下の通りで、国土交通省における審査及び船員中央労働委員会の意見聴取

等の手続きを経て、基準を満たしていると認められれば船員派遣事業の許可が得られるこ

ととなる。 

 

 

船員職業安定法 
（船員派遣事業の許可） 
第五十五条  国土交通大臣の許可を受けた者は、船員派遣事業を行うことができる。 
２ 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しな

ければならない。 
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 
二 法人にあつては、その役員の氏名及び住所 
三 船員派遣事業を行う事業所の名称及び所在地 
四 第七十六条の規定により選任する派遣元責任者の氏名及び住所 
五 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項 

３ 前項の申請書には、船員派遣事業を行う事業所ごとの当該船員派遣事業に係る事業計画書その他

国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。 
４ 前項の事業計画書には、国土交通省令で定めるところにより、船員派遣事業を行う事業所ごとの

当該船員派遣事業に係る派遣船員の数、船員派遣に関する料金の額その他船員派遣に関する事項を

記載しなければならない。 
５ 国土交通大臣は、第一項の許可をしようとするときは、あらかじめ、船員中央労働委員会の意見

を聴かなければならない。 
 
（許可の基準等） 
第五十七条 国土交通大臣は、第五十五条第一項の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認

めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 
一 申請者が、船員派遣事業の派遣船員に係る雇用管理を適正に行うに足りる能力を有するもので

あること。 
二 個人情報を適正に管理し、及び派遣船員等の秘密を守るために必要な措置が講じられているこ

と。 
三 前二号に掲げるもののほか、申請者が、船員派遣事業を的確に遂行するに足りる能力を有する

ものであること。 
２ 国土交通大臣は、第五十五条第一項の許可をしないときは、遅滞なく、理由を示してその旨を当

該申請者に通知しなければならない。 
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5． まとめ（内航海運業法及び船員職業安定法と実際の業務形態） 

5.1 船舶を所有して内航海運業を営む場合 

船舶を所有し、「内航運送のために使用する船舶を貸渡す事業」（本書では単に貸渡業と

いう）を行う者には、① 船舶を単独所有する船舶所有者と、② 船舶を他人と共有する船

舶共有者（且つ船舶管理人）の二者が存在する。 

両者とも内航海運業の登録を受けた後に関しては、同様の内航海運業者として取り扱わ

れ、尚且つ、自らが所有しない船舶についても船主から裸用船を受けオペレーターとの定

期傭船を結び、内航海運業者としての事業を営むことが出来る。 

5.1.1 船舶を単独所有し内航海運業者になる場合 

船舶を単独所有して内航海運業者になった場合については、下図の如く、自らが所有し

ない他人の船舶においても、裸用船契約を受け、定期傭船契約を結ぶといった内航海運業

を営むことが出来る。 

 

 
オペレーターO 

B 丸 A 丸 

貸渡業者 J 

・ A 丸の船舶所有者 
・ A 丸の所有をもって内航海運

業の登録申請を行う 
 

オペレーターP 

B 丸の定期傭船契約 

オーナーL 
（貸渡業者 L） 

B 丸の船舶所有者 

貸渡業者 J は A 丸の船舶所有者 
B 丸の裸用船契約 

A 丸の定期傭船契約 

貸渡業者 J 

※ 貸渡業者 J は B 丸の船舶所有者ではない

そ
の
他
の
船
舶
に
お
い
て
も
業
を
営
む
こ
と
が
可
能
と
な
る 

 

図 16 船舶を単独所有する内航海運業者（貸渡業を行う者） 
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5.1.2 船舶を共同所有し内航海運業者になる場合 

船舶を共同所有し当該船舶の船舶管理人として内航海運業者になった場合についても、

下図の如く、自らが所有しない他人の船舶において、裸用船契約を受け、定期傭船契約を

結ぶといった内航海運業（貸渡業）を営むことが出来る。 

 

 
オペレーターO 

B 丸 A 丸 

貸渡業者 J 

オペレーターP 

B 丸の定期傭船契約 

オーナーL 
（貸渡業者 L） 

オーナーL は B 丸の船舶所有者 
※ 貸渡業者 J は A 丸の船舶共有者で

船舶管理人であることをもって内航

海運業の登録申請を行う 

B 丸の裸用船契約 

A 丸の定期傭船契約 

貸渡業者 J 

※ 貸渡業者 J は B 丸の船舶所有者ではない

オーナーM 
（Ａ丸の共有者） 

そ
の
他
の
船
舶
に
お
い
て
も
業
を
営
む
こ
と
が
可
能
と
な
る 

A 丸の傭船料の清算 

 

図 17 船舶を共同所有する内航海運業者（貸渡業を行う者） 
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5.1.3 内航海運業者（船舶を所有する者）が船員派遣を受ける場合 

前項までの如く、船舶の所有者若しくは、船舶の共有者で船舶管理人として内航海運業

者（貸渡業）として登録を行ったものは、登録の際に申請書に記載した船舶以外において

も同様の船舶の貸渡しを行うことが出来る。 

当該内航海運業者は、船員派遣事業者から船員派遣を受けることが可能であり、また、

裸用船契約により借り入れている船舶についても同様に船員派遣を受けることが出来る。 

下図は、船舶共有者並びに船舶管理人として内航海運業者の登録を行ったものの例であ

るが、単独の船舶所有者として内航海運業者の登録を行ったものについても同様に船員派

遣を受けることが出来る。 

 

 
オペレーターO 

船員派遣会社 X 

A 丸 B 丸 

貸渡業者 K 
・ A 丸の船舶共有者であり船舶管理人 
・ A 丸をもって内航海運業の登録申請を行う 
・ B 丸の所有権は有せず、船舶管理人でもない 

オペレーターP 

B 丸の定期傭船契約 

B 丸の裸用船契約

A 丸の定期傭船契約 

オーナーＬ 
（貸渡業者Ｌ） 

B 丸の船舶所有者 

船員派遣会社 Y 

B 丸への船員派遣契約 A 丸への船員派遣契約

オーナーM 
（Ａ丸の共有者） 

A 丸の傭船料の清算 

図 18 内航海運業者（貸渡業を行う者）が船員派遣を受けることが可能な場合 
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5.1.4 内航海運業者（船舶を所有する者）が船員派遣を受けられない場合 

前項において、船舶の所有をもって内航海運業者（内航船を貸渡す事業）の登録を受け

た者が、内航船舶を貸渡す事業を行う際には船員派遣を受けることが出来ると述べたが、

当該事業者が内航海運業者として登録後、船舶管理契約に基づき船舶管理会社として活動

する場合は、内航海運業法の範囲外の業者として取り扱われる。 

この場合、「運航管理」・「保守管理」・「船員の配乗・雇用」を一括して請け負う場合に

は、船員派遣事業者から船員派遣を受けることが出来るが、船員の配乗・雇用管理を含む

一部の管理のみを請け負う場合（図においては保守管理と不足船員の派遣）においては、

二重派遣となるため船員派遣を受けることが出来ない。 

※ 船舶管理事業者が全ての船舶管理を一括して行なう場合についてのみ船員派遣を受

けることが出来る。 

 

 

B 丸 

A 丸 

貸渡業者 J 

オペレーターP 

オーナーL（貸渡業者 L）

※ 貸渡業者 J は船舶所有の要件を満た

して内航海運業の登録申請を行った 

A 丸の定期傭船契約 

貸渡業者 J 

※ 貸渡業者 J は、この場合に船舶管理事業者

J として船員職業安定法の規制を受ける 

A 丸の裸用船契約

オーナーM 
（貸渡業者 M） 

貸
渡
業
者
Ｊ
が
船
舶
管
理
契
約
に
基
づ
く
船
舶
管
理
を
行
う
場
合 

船員派遣会社 Y 

B 丸への船員派

遣契約 

B 丸の保守管理契約＋不足船員の派遣

船員派遣会社 X 

A 丸への船員派遣契約 

※ J は船員派遣事業の許可

が必要で、自己が常用雇

用する船員しか派遣する

ことが出来ない

船舶管理事業者 J 

オペレーターQ 

B 丸の定期傭船契約 

オーナーLはB丸の

船舶所有者 

 

図 19 内航海運業者（貸渡業を行う者）が船舶管理を行う場合 
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5.2 船舶を所有せず内航海運業を営む場合 

前述のとおり貸渡業を営む者には、船舶を１隻以上所有する（船舶を他人と共有する船

舶共有者（且つ船舶管理人）を含む）ことを要件としている。 

しかしながら、従来より「貸渡業者から裸用船による貸渡しを受け、船員配乗後、これ

をオペレーターに貸渡す場合」等の事業形態が認められていたことから、法改正後も「貸

渡業者から船舶の貸渡しを受け、自社の雇用船員を配乗後、これをオペレーターに貸渡す

行為のみを行う事業者」については、使用する船舶をもって所有する船舶とみなされ、内

航海運事業を営むことが出来る。 

 

 
オペレーターO 

B 丸 A 丸 

貸渡業者 J 

オペレーターP 

B 丸の定期傭船契約 

オーナーL 
（貸渡業者 L） 

オーナーL は B 丸の船舶所有者 
※ 貸渡業者 J は A 丸の使用をもって

内航海運業の登録申請を行う 

B 丸の裸用船契約 

A 丸の定期傭船契約 

貸渡業者 J 

※ 貸渡業者 J は B 丸の船舶所有者ではない

A 丸の裸用船契約 

オーナーM 
（貸渡業者 M） 

そ
の
他
の
船
舶
に
お
い
て
も
同
じ
形
態
の
業
を
営
む
こ
と
が
可
能
と
な
る 

オーナーM は A 丸の船舶所有者 

貸渡業者 J の雇用した船員を配乗 貸渡業者 J の雇用した船員を配乗 

 

図 20 船舶を所有しない内航海運業者（貸渡業を行う者） 

 

つまり、当該事業者は、自らの雇用した船員を貸渡す船舶に乗船させることが内航海運

業を営む条件であるため、船員派遣を受けることが出来ない。 
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オペレーターO 

A 丸の裸用船契約 

船員派遣会社 X 

A 丸 B 丸 

貸渡業者 K 
・ A 丸の使用をもって内航海運業者の登録を

行う 
・ A 丸及び B 丸の所有権は有せず、船舶管理

人でもない 

オペレーターP 

B 丸の定期傭船契約

B 丸の裸用船契約

A 丸の定期傭船契約 

貸渡業者 L 貸渡業者 M 
A 丸の船舶所有者 B 丸の船舶所有者 

船員派遣会社 Y 

B 丸への船員

派遣契約 
A 丸への船員

派遣契約 

自ら雇用した船員のみを乗船

させることが内航運送業者と

しての条件であるため船員派

遣を受けることが出来ない 

A 丸及び B 丸においても自ら

雇用した船員のみを乗船させ

なければならない  

図 21 船舶を所有しないで内航海運業者となった者は船員派遣を受けることが出来ない 
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5.3 内航海運業法並びに船員職業安定法の適用範囲 

表 1 内航海運業法並びに船員職業安定法の適用 

 法律に基づいた登録等 船舶管理会社からの船舶管理業務 船員派遣事業者からの船員派遣 

内航運送をする事業者 内航海運業法による登録義務 受けられる 受けられる 

船舶を所有す

る事業者 内航海運業法による登録義務 受けられる 受けられる 内
航
海
運
業
者 

内航の用

に供され

る船舶の

貸渡しを

する事業

者 

船舶を所有し

ない事業者 内航海運業法による登録義務 

一部受けられる 
船舶の保守，安全運航管理に関し

ては受けることが出来るが船員配

乗を含めた船舶管理契約は結ぶこ

とが出来ない。 
※自ら雇用した船員以外を乗船させるこ

とが出来ない 

受けられない 
 

※自ら雇用した船員以外を乗船させるこ

とが出来ない 

船舶管理会社 必要なし 
受けられる 

船舶の管理契約は法律上規制を受

けていない。 

一部受けられる 
船舶管理を一括して受けた場合に

は船員派遣を受けることが出来

る。 

船員派遣元事業主 船員職業安定法による許可義務 － 
受けられない 

※他の船員派遣事業者から船員派遣を受

け、更に当該派遣船員を他人に派遣す

ることは出来ない。 
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6． 今後の整理点 

6.1 各法律の考え方について 

今後、海事関連法を理解していく上で、各法律がどのような流れで出来たものであるか、

何を目的としているのかを整理する必要がある。 

 

 

船員の雇用に関する法律

船舶での運送に関する法律

海上運送法

（昭和 24 年）

港湾運送事業法

（昭和 26 年）

内航海運業法（昭和 32 年） 

内航海運組合法（昭和 27 年）

船員法 
（昭和 22 年 9 月） 

船員職業安定法
（昭和 23 年 7 月）

商法 第四編 
（明治 32 年 3 月）

労働基準法 
（昭和 22 年 4 月） 

職業安定法 
（昭和 22 年 11 月）船舶安全法 

（昭和 8 年 3 月） 

船舶法 
（明治 32 年 3 月） 

旧商法（明治 17 年 12 月） 
第五編 第二編 

密接な関係 

民法 第二章第八節雇用 
（明治 29 年 4 月） 

船員以外の労働者の雇用に関する法律

特別法

船舶の安全に関

する法律 

図 22 各法律の関係（法律の位置付け） 

 

つまり、今回整理を行った内航海運業法と船員職業安定法は、全く異なる流れで制定さ

れたものであり、船舶所有者の概念が異なるように、基本的な目的が異なっているため、

今後、これらの法律をよく理解した上で実務を進める必要がある。 
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6.1.1 船舶の安全に関する実際の管理のあり方について 

現在、当該船舶の安全管理に関しては、任意 ISM コードが存在し、当該コードを充分

に活用すれば、理想上は安全管理が保てるものと考えられるが、当協会が実施したアンケ

ートにおける船員の意見としては、任意 ISM コードや安全に関してのデスクワークが増

加しているが、実務上有効とは思えず、デスクワークが増える分、睡眠時間が減少し、航

海当直における注意力の低下などから事故を起こす危険性が上がる方が大きいのではと

の批判的な意見も存在した。 

そこで、これからも継続的なアンケート（船員の負担にならない程度）を実施し、現場

の意見を取り入れ、任意 ISM コードをどのように運営すればよいのか，小型船における

任意 ISM コードの必要性並びに他の安全対策が必要か否かについても検討していく必要

がある。 
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6.2 船舶管理事業者の概念 

6.2.1 法律上の問題 

船舶管理事業者は、内航海運業法の外（適用外）に存在し、同法の規制を受けない会社

である。 

 

 
内航船舶管理事業者 

安
全
運
航
管
理 

船
舶
保
守
管
理 

船
員
雇
用
・
配
乗
・
教
育
管
理

船
舶
管
理
契
約 

内航海運業法の規制を受ける 船員に関してのみ船員法等の規制受ける

① 
内
航
運
送
を
す
る
事
業
者

船
舶
を
所
有
す
る
事
業
者 

船
舶
を
所
有
し
な
い
事
業
者

② 

内航海運業者 

内航の用に供される船舶の

貸渡しをする事業者 

③ 

 

図 23 内航海運業者と船舶管理事業者との関係 

 

つまり、定期傭船契約並びに裸用船契約を結べるのは内航海運事業者のみであり、この

ような契約を船舶管理事業者が結ぶためには内航海運業法に従って、内航海運業者として

の登録が必要であり、登録を受けた時点で船舶管理事業者から内航海運業者となってしま

う（但し、船舶管理契約に従って業務を行う場合においては船舶管理事業者として見られ

る）。 

船員職業安定法においては、内航海運業者との間で船舶管理を総合的に請け負う船舶管

理契約が結ばれており、当該契約が履行されていれば問題ないが、船員の配乗を含めた一

部の船舶管理を行う場合には、当該船員の配乗行為が船員派遣事業を行なっているものと

見られ、船員派遣事業の許可が必要になってくる。 
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オーナー 

船員派遣会社 X 

A 丸 B 丸 

船舶管理事業者 J 

船員派遣会社 Y 

B 丸の所有者 

B 丸の船舶管理契約 
（船舶の保守・船員配乗のみ） 

A 丸への船員派遣契約 B 丸への船員派遣契約 

A 丸の船舶管理契約 
（船舶の一括運航管理） 

A 丸の所有者 

・ 船舶管理事業者 J は船舶を所有しない 
B 丸の船員が全員確保

出来なかった場合 

※ J は船員派遣事業の許可

が必要で、自己が常用雇

用する船員しか派遣する

ことが出来ない

 

図 24 船舶管理事業者が船員派遣を受けることが可能な場合と不可能な場合 

 

船員法・船員職業安定法については、船舶管理事業者がこれらの法における船舶所有者

となるため、法律を遵守して事業を行わなければならない。 

 

6.2.2 船舶管理事業者と協業 

船舶管理事業の形態の一つとして協業という事業形態が存在する。 

これは、同じような船会社が数社集まり、自社の所有船舶を持ち寄り、まとめて管理す

ることにより、予備船員の流動化や人為削減，船舶保守管理を一括で行うことでのコスト

削減などが得られる業務形態であり、比較的容易に船舶管理会社の形態を形成することが

出来る。 

当該業務形態での実績が積まれ、余裕が出来ると、他者の船舶管理を行うことまで可能

となり、船舶管理事業者として大きな組織を形成することもある。 

協業化による船舶管理事業は、それぞれが有していたノウハウが集結されることとなり、
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今まで不可能であった船員教育にも力を入れられ、協業化から発生した船舶管理事業者は、

内航海運業者としても発展の要素を含んでおり、様々な発展性が存在するものと思量され

る。 

しかしながら実際は、歴史のある船会社同士が他社との協業化を行うことを躊躇し、協

業化が成功する例は決して多いとは言えない。 

よって今後、当協会としても、このような協業を考えている会社に、船舶管理事業がど

のようなメリットを得られるかをアピールし、協業化並びに船舶管理事業者の発展のため

に寄与していかなければならない。 

 

6.2.3 船舶管理事業者の概念 

内航船の船舶管理を行う船舶管理事業者は、内航海運事業者から業務委託を受けて、船

舶の総合的な管理が行える会社であり、船員の雇用・教育を自らが実施し、海務・工務の

ノウハウを有しており、内航海運事業者の望む総合的且つ必要なニーズに応じた船舶管理

業務サービス（アウトソーシング）を提供出来る会社であるべきだと思われる。 

また、船員の派遣のみを望まれる場合には、船員派遣事業の許可を受けておく必要があ

る。 

しかしながら、船舶管理会社の本業は、船舶のトータル管理を請け負うものであり、船

員派遣はその管理項目の一部にしか過ぎないことを忘れてはならない。 
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船舶管理事業者

安
全
運
航
管
理 

保
守
管
理 

雇
用
・
配
乗
・
教
育 
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図 25 船舶管理事業者と船員派遣事業者 

 

船舶の運航管理における、① 安全運航管理，② 保守管理，③ 雇用・配乗・教育を全

て管理してこそ、安全運航に関するノウハウが蓄積されるものであり、蓄積された安全運

航に関するノウハウこそが船舶管理事業者が内航海運業者に対して提供出来る最大のメ

リットの提供といっても過言ではない。 

 

6.2.4 任意 ISM コードと船舶管理事業 

船舶管理事業者は、安全に対する基準として、船舶所有者から任意 ISM コードの取得

を含めた、社内の安全管理等の証明を望まれることとなるが、実際の契約において、内航

海運業者等も任意 ISM コードを取得している場合があり、運航の上で、どちらの任意 ISM

コードを使用すべきかが問題になる。 

船員派遣事業者にとっても同じ事が言えるが、任意 ISM コード取得のためには船舶の

保守管理に関しても一定のノウハウを有してなければならず、船員派遣事業者の場合には、

任意 ISM コード取得自体に関しても様々な問題を抱えるものと考えられる。 

よって、これ等を含めた任意 ISM コードの取得並びに運用方法についても、どのよう

に取り扱っていくべきか、法律上の解釈を含めて、当協会として考えていく必要がある。 
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7． 当協会の今後の展望 

今後、当協会は多くの会員を募り、現場の意見や要望を多く収集することにより、業界と

してどのような整備が必要であるか、各企業がどのような悩みを抱えているかなどを整理す

る予定である。 

一方、今後も国土交通省、その他の団体等と意見交換会を行っていく予定であるが、会員

から寄せられた情報並びに船員へのアンケート結果等を開示し、業界としてどのような対応

が必要であるかも含めての議論を行えれば、情報が有効に活用されるものと考えられる。 

また、国土交通省、その他団体等から得られた情報は、当協会ホームページにて開示する

ことにより、当協会を介した情報ネットワークを構築することが可能であり、現在準備に取

り掛かっている。 

当該情報ネットワークにおいては、会員相互の情報交換の他、無料で船員情報を掲載出来

るページを設けることにより、全国の船員の発掘並びに流動化を図れればと考えている。 

当協会を中心とした情報ネットワークを構築することにより、業界全体の活性化，安全・

経済運航に対する意識の向上が得られれば幸いである。 

 

以上 



 

 

終わりに 

本書を作成するに当たってご協力を頂いた、国土交通省海事局の皆様には、お忙しい中、

当協会のためにお時間を頂き、色々ご指導を賜り、深く感謝いたします。 
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